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吹奏楽団晴吹規約

本団体は｢吹奏楽団晴吹｣と称する。

本団体の所在地は、岡山市北区表町2-7-31管楽器修理工房服部TEL086238-8911とする。

本団体は音楽を愛好する者により構成され、地域の音楽文化の発展向上に貢献することを

目的とする。

本団体は、前項の目的を達成するために、次の事項を行う。

・定期（不定期）演奏会の開催

・その他目的に必要な事業

本団体は以下の活動を行う。

1．練習

・団員は、練習に参加し、自己の演奏技術の向上に努める。
・主たる練習場所を、岡山市立富山小学校音楽室とする。

2．指導

・団員は、富山ハートフルバンドの練習指導を実施する。

3．演奏会

･本団体は普段の練習成果の発表の場として、定期（不定期）演奏会を開催する。

･演奏の依頼などがある時は積極的に参加する。

･本会は毎年一回以上、団長の召集により開催することとする。

･本会に欠席する団員は、団長に委任状を提出することとする。
･本会は、委任状の数を含めた出席者数が団員（休団者を除く）の過半数を満たした場合に

成立する。

･裁決は出席者の3分の2以上の同意を必要とする。

･総会では以下のことを審議する。

・幹部、係、パートリーダーの選出と承認
・規約変更の承認

・その他必要な事項

･本会議は団長の召集により開催される。

･本団体の運営に関する会議を行う。

･運営会議は、総会に次ぐ団の意思決定機関である。なお、決定事項は団員に報告しなければ
ならない。

･岡山市及び近隣市町村に在住する満16歳以上、楽器経験2年以上（原則として自己の楽器を
所有している）の音楽愛好家であり、本団体の規約・目的に賛同できる者であることとする。

･18歳未満の入団希望者は入団に際し、保護者の承諾を要する。
･本団体の練習・指導・演奏活動等に参加できる者であること。

･団および団員、当団に関わる者の信用を失うような行動をしない。
･団員は本団体の規約を守ること。

･団員は可能な限り、本団体の活動に参加すること。
･団員は団費を納入すること（5．会計を参照）。

･入団にあたっては、1ケ月の期間を設け、本人の希望と幹部の承認をもって決定とする。
･事務局が入団届を受理した日をもって、正式入団とする。

．やむをえない理由により、1ヶ月以上に渡り活動できない団員は、本人・幹部・パート
リーダー三者の協議により休団とすることができる。

･事務局が休団届を受理した月から、正式休団とする。

･本人が退団を希望した場合、あるいは団の名誉を傷つけたり団に損害を与えた場合、
その団員を退団とする。

･事務局が退団届を受理した日をもって、正式退団とする。




